
あなたや、あなたの身の周りで、困っている方はいませんか？

〇インターネット取引のトラブル 

〇電話による勧誘や訪問販売 

〇悪質商法の被害 

〇多重債務など、借金のことで悩んでいる 

〇商品・サービスなどの事故や苦情　

「イヤヤン」 

消費者庁　消費者ホットライン１８８イメージキャラクター

香取市消費生活センターでは、消費生活相談員が、問題解決のためのアドバイス

や交渉のお手伝いをしています。 

また、消費生活相談は、香取市にお住まいの方のほか、隣接する東庄町・神崎町・

多古町と協定を結び、３町にお住まいの方からのご相談もお受けしています。 

どうぞお気軽にご相談ください！ 

※来所による相談は、お電話にて事前予約をお願いします。予約がない場合、お待ちいただくこと

があります。また、円滑な相談のため、関係書類（契約書・パンフレット・商品写真など）をお持ち

いただきますよう、ご協力をお願いします。

※令和４年５月より、メールによる相談受付を開始しました。

詳しくは、香取市ホームページ（https://www.city.katori.lg.jp）内の、「消費生活相談」ページを

ご覧ください。

ひとりで悩まないで！まずはご相談ください

https://www.city.katori.lg.jp

